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あらかわ区議会だより　No.260

【一般会計（第１回）】
２３３億６，２２３万８千円　増額　（補正後１，３０３億３，２２３万８千円）

●令和２年度荒川区補正予算について
荒川区議会は５月１日の開会会議、５月２８～２９日の緊急会議において、
以下の新型コロナウイルス対策に係る補正予算を全会一致で可決しました。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、家計への支援を行うため、特別定額給付金（仮称）
の支給に要する経費を計上する。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、児童手当を受
給する世帯に対する臨時特別給付金の支給に要する経費を計上する。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、ＰＣＲ検査の体制強化を図るとともに、
受診・治療体制を確保するために必要な医療従事者等への支援を行う。

感染症の状況や経済動向を踏まえ、機動的に必要な対策を講じていくため、予備費を増額
する。

避難所において、マスクや消毒液、防護服などの備蓄品を購入する。

①　特別定額給付金（仮称）事業

②　子育て世帯への臨時特別給付金事業

③　新型コロナウイルス感染症対策事業

⑤　予備費の増額

④　避難所における感染症対策事業

２２０億８，１９６万４千円 ＜総務費＞

２億３，０２７万４千円 ＜民生費＞

８億円 ＜衛生費＞

２億円 ＜予備費＞

５，０００万円 ＜総務費＞

議案の審議結果
○ 賛成　× 反対　太字は討議のあったことを示す

令和元年度定例会・閉会会議
令和２年度定例会・開会会議
令和２年度定例会・５月緊急会議
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10 ６ ６ ３ ２ １ １ １ １
（閉会会議）　　　　　　　　　　　　　　　　区長提出議案（１件）
第８１号 荒川遊園（仮称）キャンディハウス外５棟建築及び改修工事請負契約の一部を

変更する契約 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

（開会会議）　　　　　　　　　　　　　　　　区長提出議案（１件）
第１号 令和２年度荒川区一般会計補正予算（第１回） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決
（５月緊急会議）　　　　　　　　　　　　　　議員提出議案（１件）
第１号 健康・危機管理対策調査特別委員会の設置について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決
（５月緊急会議）　　　　　　　　　　　　　　区長提出議案（４件）
第２号 荒川区国民健康保険条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決
第３号 令和２年度荒川区一般会計補正予算（第２回） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決
第４号 令和２年度荒川区国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決
同　意
第１号 荒川区監査委員の選任同意について（北城貞治 議員） 〇 〇 × 〇 × × 〇 〇 〇 同意

議 案 ピ ッ ク ア ッ プ
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【一般会計（第２回）】
１５億１，６７９万５千円　増額　（補正後１，３１８億４，９０３万３千円）

【国民健康保険事業特別会計（第１回）】
１，８００万円　増額　（補正後２３７億８，３００万円）

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、休校となっている区立小中学校の児童及び生
徒の学力低下を防ぐほか、今後のオンライン学習のための環境整備を図るため、タブレッ
ト端末の完全一人一台体制の整備など、一層の家庭学習支援を実施する。
併せて、タブレット端末の賃貸借等に係る債務負担行為を補正する。

（債務負担行為限度額２１億８，２０８万８千円　うち増分４億４，８１７万５千円）

区立小中学校・幼稚園・こども園において新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、
必要な物品を整備するとともに、感染症の影響を受ける中でも教育活動を継続するための
対策を実施する。

区内事業者が、国や都が実施または検討している助成金や給付金を申請する際の手続き等
を支援するため、専門家が常駐する窓口の開設に要する経費を計上する。

新型コロナウイルス感染症の第２波、第３波などの有事の際に備えて、医療機関や妊婦等
に配布するための防護服やマスク等の備蓄物資を購入する。

長期化する感染症の状況や経済動向を踏まえ、引き続き必要な対策を機動的に講じていく
ため、予備費を増額する。

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する、傷病手当金の支給に要する経
費を計上する。

区内中小企業者を対象に創設した、新型コロナウイルス対策融資を継続するため、信用保
証料補助及び利子補給に要する経費を増額する。
併せて、利子補給に係る債務負担行為を補正する。

（債務負担行為限度額４億１，８５３万９千円　うち増分２億３，１０４万８千円）

①　家庭学習の支援

②　教育活動継続関連物品の整備

③　新型コロナウイルス感染症に関する中小企業等相談窓口の開設

⑤　感染症対策備蓄物資の購入

⑥　予備費の増額

①　傷病手当金の支給

④　新型コロナウイルス対策融資の継続

１億９，９２１万７千円 ＜教育費＞

１億６，３００万円 ＜教育費＞

１，６５７万６千円 ＜産業経済費＞

１億６，６１４万９千円 ＜衛生費＞

８億円 ＜予備費＞

１，８００万円 ＜保険給付費＞

１億７，１８５万３千円 ＜産業経済費＞




